
- 1 -

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

 

 平成２３年　３月３０日　国総計第　９７号

 国鉄財第３６８号

 国鉄業第１０２号

 国自旅第２４０号

 国海内第１４９号

 国空環第１０３号

 平成２３年　５月２７日　国総計第　１４号

 国空事第１１８号

 平成２３年　７月２２日　国総支第　　４号

 国自旅第　１１号

 平成２３年　９月３０日　国総支第　２０号

 国自旅第　５０号

 平成２４年　３月３０日　国総支第　６０号

 国自旅第２０１号

 国空環第　９１号

 平成２４年　４月１６日　国総支第　　７号

 国自旅第　３６号

 平成２４年１１月１９日　国総支第　４３号

 国自旅第３２５号

 平成２５年　５月　８日　国総支第　　８号

 国鉄事第　２８号

 国自旅第　２１号

 国海内第　１０号

 平成２５年　７月１９日　国総支第　３５号

 国自旅第　７０号

 平成２６年　３月２８日　国総支第　８７号

 国鉄都第１３１号

 国鉄事第３９７号

 国自旅第６１９号

 国海内第　９３号

 国空環第　９４号

 平成２６年　５月２１日　国総支第　１２号

 平成２７年　４月　９日　国総支第　６５号

 国鉄都第１３１号

 国鉄事第３３０号

 国自旅第３８０号

 国海内第１１８号

 国空環第　９１号
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 平成２８年　３月３１日　国総支第　６０号

 国鉄都第１２７号

 国鉄事第４７０号

 国自旅第４０７号

 国海内第１３６号

 国空事第７２５３号

 国空環第　７６号

 平成２８年１１月２８日　国総支第　４５号

 国鉄都第　７５号

 国鉄事第２００号

 国自旅第２１０号

 国海内第１０９号

 国空環第　５６号

 平成２９年　６月　９日　国総支第　１５号

 国鉄都第　３８号

 国鉄事第　５７号

 国自旅第　５１号

 国海内第　３９号

 国空事第２０８号

 平成２９年　８月　２日　国総支第　３１号

 国自旅第１０３号

 平成３０年　４月１９日　国総支第　６８号

 国鉄都第１９５号

 国自旅第３０８号

 国海内第１９５号

 国空事第１１１１号

 平成３０年１０月２５日　国総支第　３３号

 国総安政第６５号

 平成３１年　２月２５日　国総支第　４６号

 国鉄都第１２８号

 国鉄事第３２４号

 国自旅第２４９号

 平成３１年　４月２４日　国総支第　　１号

 国自旅第　　２号

 令和　２年　２月　５日　国総地第　５７号

 国総交第　９７号

 国鉄都第１１１号

 国鉄事第３６１号

 国自旅第２５３号

 令和　２年　４月　２日　国総地第　８０号
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 国鉄都第２６５号

 国自旅第３３４号

 令和　２年　６月２２日　国総地第　３３号

 国総安政第２２号

 令和　２年　７月　１日　国総地第　３４号

 国総モ第　１６号

 国鉄事第　８７号

 国自旅第　７８号

 国海内第　２９号

 国空事第４１４号

 令和　３年　２月１６日　国総地第　９６号

 国鉄事第６３３号

 国自旅第４０６号

 国海内第２０８号

 国空事第１６２７号

 令和　３年　４月　５日　国総地第１２１号

 国自旅第５０４号

 国海内第２３４号

 令和　４年　２月１５日　国総地第　６１号

 国鉄総第３８５号

 国鉄都第１５５号

 国自旅第４６２号

 国自技環第１５８号

 国海内第２７２号

 令和　４年　２月１８日　国総地第　６３号

 国鉄事第６３２号

 国自旅第４６８号

 国海内第２７５号

 国空事第１３１７号

 令和　４年　３月２９日　国総地第　７５号

 国自旅第５１６号

 令和　４年　５月２３日　国総地第　１９号

 国自旅第　５３号

 令和　４年　６月　６日　国総地第　２３号

 国総バ第　５８号

 国自旅第　６７号

 国自技環第２６号

 令和　５年　３月　３日　国総地第　９１号

 国自旅第４７６号

 令和　５年　３月　９日　国総地第　９５号
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 国自旅第４９０号

 令和　５年　３月２４日　国総地第１０７号

 国鉄総第４９２号

 国鉄都第２１８号

 国鉄事第８２７号

 国自旅第５３０号

 国自技環第２０８号

 国海内第２４１号

 国空事第１２４９号

 令和　５年　３月２８日　国総地第１２０号

 令和　５年　６月３０日　国総地第４３号

 国鉄事第２２３号

 国自旅第７９号

 国自技環第５５号

 令和　５年　８月　１日　国総地第　５７号

 国自旅第　９７号

 令和　５年　９月　６日　国総地第　７４号

 令和　６年　２月２１日　国総地第１１８号

 令和　６年　３月１２日　国総地第１２１号

 国自旅第３３９号

 令和　６年　３月１８日　国総地第１３１号

 国自旅第３４９号

 令和　６年　３月１８日　国総地第１３３号

 令和　６年　３月２１日　国総地第１３８号

 国自旅第３５６号

 令和　６年　３月２１日　国総地第１４１号

 国鉄事第８０３号

 国自旅第３６２号

 国自技環第２０７号

 国海内第１７８号

 国空事第１１３４号

 令和　６年　４月１８日　国総地第　５　号

 国鉄事第６５号

 国自旅第１３号

 国自技環第５号

 国海内第１１号

 国空事第２６号

 令和　６年　６月１４日　国総地第７７号

 国自旅第９５号

 国海内第４６号
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 令和　６年　９月１１日　国総地第１１８号

 令和　６年　９月３０日　国総地第１２１号

 国自旅第１９４号

 令和　７年　１月２１日　国総地第１５８号

 国自旅第２５８号

 令和　７年　２月２１日　国総地第１７２号

 国自旅第２９１号

 令和　７年　３月　４日　国総地第１７６号

 国鉄都第１５１号

 国鉄事第４９９号

 国自旅第２９５号

 国自技環第１７２号

 国海内第２０９号

 国空事第１１２５号

 令和　７年　５月　７日　国総地第１１号

 国 鉄 都 第 ７ 号

 国鉄事第２５号

 国 自 旅 第 ３ 号

 国自技環第５号

 国 海 内 第 ３ 号

 国空事第１４号

 

 

 

　地域公共交通確保維持改善事業費補助金（以下「補助金」という ）の交付について。

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以

下「適正化法」という ）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化。

法施行令」という ）並びに離島航路整備法（昭和２７年法律第２２６号）及び同法施。

行規則（昭和２７年運輸省令第７１号）その他の法令及び関連通知のほか、この要綱の

 定めるところによる。

 

 目次

 　第１編　共通事項（第１条－第３条）

 　第２編　地域公共交通確保維持事業

 　　第１章　陸上交通（第４条－第２５条の１６）

 　　　第１節　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

 　　　第２節　地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

 　　　第２節の２　エリア一括協定運行事業

 　　　第３節　車両減価償却費等国庫補助金

 　　　第４節　公有民営方式車両購入費国庫補助金
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 　　　第５節　貨客混載導入経費国庫補助金

 　　第２章　離島航路（第２６条－第５８条）

 　　　第１節　総則

 　　　第２節　離島航路運営費等補助金

 　　　第３節　離島航路構造改革補助金

 　　第３章　離島航空路（第５９条－第７３条）

 　第３編　地域公共交通バリア解消促進等事業

 　　第１章　バリアフリー化設備等整備事業（第７４条－第９１条）

 　　第２章　利用環境改善促進等事業（第９２条－第９７条）

 　　第３章　鉄道軌道安全輸送設備等整備事業（第９８条－第１０５条）

 　第４編　地域公共交通調査等事業

 　　第１章　地域公共交通調査事業（第１０６条－第１２３条）

 　　　第１節　地域公共交通計画策定事業

 　　第２章　地域公共交通利便増進事業（第１２７条－第１３２条）

 　　　第１節　利便増進計画策定事業

 　　　第２節　利便増進計画推進事業

 　　第３章　地域旅客運送サービス継続推進事業（第１３２条の２－第１３２条の７）

 　　　第１節　運送継続計画策定事業

 　　　第２節　運送継続計画推進事業

 　　第４章　地域公共交通バリアフリー化調査事業

 　　　第１節　移動等円滑化促進方針策定事業（第１３３条－第１３５条）

 　　　第２節　移動等円滑化基本構想策定事業（第１３６条－第１３８条）

 　　第５章　地域公共交通再構築調査事業（第１３９条－第１４３条）

 　　第６章　共同経営計画策定事業（第１４４条－第１４６条）

 　　第７章　エリア一括協定運行調査事業（第１４７条－第１５０条）

 

 

 第１編　共通事項

 

 （目的）

第１条　この補助金は、生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特

性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシ

ステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等がされるよう、地域公共交通の

 確保・維持・改善を支援することを目的とする。

 

 （定義等）

 第２条　この要綱において 次に掲げる用語の定義は 当該各号に定めるところによる、 、 。

「 」 、 、　一　 生活交通確保維持改善計画 とは 地域公共交通の確保・維持・改善のために

都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等からなる協議会（第

３条第２項を除き、以下「協議会」という ）又は都道府県若しくは市区町村が、。
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地域の生活交通の実情のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策

定する地域の特性・実情に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制

約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るための取

 組についての計画をいう。

　二　「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地

域において地域の特性・実情に最適な交通手段を確保・維持するために、地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「活性化法」

という ）第５条第１項に規定する地域公共交通計画又は生活交通確保維持改善計。

画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画及び離島航空路確保維持計

 画を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

　三　「地域公共交通バリア解消促進等事業」とは、バリアフリー化やより制約の少な

いシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るために実施される

事業であって 「バリアフリー化設備等整備事業 「利用環境改善促進等事業」及、 」、

 び「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」をいう。

　四　「バリアフリー化設備等整備事業」とは、公共交通機関における高齢者・障害者

等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図るために生活交通確保維持改

善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画を含む ）に基づいて。

 実施される事業をいう。

　五　「利用環境改善促進等事業」とは、バリアフリー化されたまちづくりの一環とし

てより制約の少ないシステムの導入等地域公共交通の利用環境改善を促進するため

に生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画

 を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

　六　「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」とは、鉄道及び軌道による輸送の安全を確

保するために生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改

 善事業計画を含む ）に基づいて実施される事業をいう。。

 　七　「地域公共交通調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。

　　イ　地域公共交通確保維持事業又は地域公共交通バリア解消促進等事業による補助

を受けようとする事業について定める生活交通確保維持改善計画等の計画を策定

 するために必要な調査を行う事業 ロ 次号イ及び第九号イに掲げるものを除く（ 、 。）

 　　ロ　地域公共交通計画を策定するために必要な調査を行う事業　

 　八　「地域公共交通利便増進事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。

　　イ　活性化法第２７条の１６第１項に規定する地域公共交通利便増進実施計画（以

 下「利便増進計画」という ）を策定するために必要な調査を行う事業。

　　ロ　利便増進計画（活性化法第２７条の１７の規定により大臣の認定を受けたもの

に限る。第１２８条及び別表２６－１の利便増進計画策定事業に係る補助対象経

費の欄を除き、以下同じ ）に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当該。

 計画の達成状況等の評価に係る事業

 　九　 地域旅客運送サービス継続推進事業 とは 次のいずれかに掲げる事業をいう「 」 、 。

　　イ　活性化法第２７条の２第１項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画 以（

 下「運送継続計画」という ）を策定するために必要な調査を行う事業。
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　　ロ　運送継続計画（活性化法第２７条の３の規定により大臣の認定を受けたものに

限る。第１３２条の３及び別表２６－２の運送継続計画策定事業に係る補助対象

経費の欄を除き、以下同じ ）に基づいて実施される利用促進に係る事業及び当。

 該計画の達成状況等の評価に係る事業

　十　「地域公共交通バリアフリー化調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をい

 う。

　　イ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号。以下「バリアフリー法」という ）第２４条の２第１項に規定する移動等。

 円滑化促進方針を策定するために必要な調査を行う事業

　　ロ　バリアフリー法第２５条第１項に規定する移動等円滑化基本構想を策定するた

 めに必要な調査を行う事業

　十一　「地域公共交通再構築調査事業」とは、鉄道路線の全部又は一部の区間におけ

る、持続可能性と利便性の高い地域公共交通への再構築を図るために実施される事

 業をいう。

　十二　「共同経営計画策定事業」とは、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及

び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律の特例に関する法律（令和２年法律第３２号）に基づく

 共同経営計画を策定するために必要な調査を行う事業をいう。

２　協議会、都道府県又は市区町村は、住民、地域公共交通の利用者、その他利害関係

者の意見を反映させるため、前項第一号の生活交通確保維持改善計画（当該計画に代

えて策定される離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画及び生活交通改善事

業計画を含む ）を策定しようとするときは、あらかじめ協議会への当事者の参加、。

アンケート、ヒアリング、公聴会又はパブリックコメント等を行わなければならない

 （鉄道軌道安全輸送設備等整備事業を除く 。。）

３　協議会、都道府県又は市区町村は、第１項第一号の生活交通確保維持改善計画（当

該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画、離島航空路確保維持計画を含む ）。

を策定するに当たって、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関す

る法律（平成９年法律第９１号）第５条の外客来訪促進計画が策定されているときは

 同計画と整合性のとれたものでなければならない。

 

 （協議会）

 第３条　前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。

 　一　関係する都道府県又は市区町村

 　二　関係する交通事業者又は交通施設管理者等

　三　地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」

 という ）又は地方航空局。

　四　その他地域の生活交通の実情、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議

 会が必要と認める者

２　第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画

を作成する都道府県又は市町村が組織する活性化法第６条第１項に規定する協議会 以（
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下「活性化法法定協議会」という ）にあっては、地域間幹線系統は地域間のみなら。

ず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内フィーダー系統は地域間幹線系統と

一体として地域の生活交通ネットワークを形成するものであることから、これらを踏

まえ、的確かつ効果的な計画の策定が可能となるよう関係する都道府県及び市区町村

 がともに参加すること。

３　第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持

改善計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画を含む ）を策定する。

協議会にあっては、離島航路が地域の幹線交通であるとともに生活交通であることか

 ら関係する都道府県及び市町村がともに参加すること。

４　地方運輸局等及び地方航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要な助言等

 を行う。

５　協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果につい

 て地方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。

 

 第２編　地域公共交通確保維持事業

 

 第１章　陸上交通

 

 第１節　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

 

 （補助対象事業者等）

第４条　本節における補助対象事業者は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第

３条第一号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業（以下「乗合バス事業」という ）。

を経営する者（以下「乗合バス事業者」という ）であって、活性化法法定協議会で。

の議論を経て、第８条第１項に基づき定めた地域公共交通計画に運送予定者として記

載されている者又は地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画を作成した活

 性化法法定協議会とする。

２　国土交通大臣（以下「大臣」という ）は、予算の範囲内において、第６条の補助。

対象事業に係る補助対象経費の１／２に相当する額以内の額を、補助対象事業者に対

し交付する。ただし、災害等の予期しない事由により欠損が増大した場合その他特に

 調整を必要とする場合には、予算の範囲内で額を増減することができる。

 

 （補助対象期間）

第５条　本節における補助対象事業の補助対象期間は、国庫補助金の交付を受けようと

する会計年度（財政法（昭和２２年法律第３４号）第１１条に規定する会計年度をい

 う。以下同じ ）の９月３０日を末日とする１年間とする。。

 

 （補助対象事業の基準）

第６条　本節における補助対象事業は、別表１に定める要件に適合する運行系統に係る

運行であって、かつ、別表２に定めるところにより補助対象経費の額が算定されるも

（中略）
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第６９条　大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、提出さ

れた書類を審査の上、交付決定を行い、様式第３－７により、補助対象事業者に通知

 するものとする。

 ２　大臣は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

 

 （補助対象事業実績報告）

第７０条　補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、様式第３－８による補

助対象事業実績報告書を、離島住民に対する旅客運賃の割引を行う者は、様式３－８

－２による離島住民運賃割引実績報告書を、補助対象事業の完了した日から起算して

１月以内又はその翌年度の４月１０日までのいずれか早い日に大臣に提出しなければ

 ならない。

 

 （補助金の額の確定）

第７１条　大臣は、前条の報告に係る補助対象事業の成果が補助金交付額の決定及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、第６２条及び第６３条の規定に従って交

付額を確定し、様式第３－９による補助金の額の確定通知書により補助対象事業者に

通知するものとする。ただし、第６２条第４項に係る補助金の額については、同項第

一号に定める運賃と、同項第二号に定める運賃との差額に、離島住民の利用実績人員

 を乗じて得た額の１／２とする。

２　補助対象事業者が、認定を受けた生活交通確保維持改善計画に基づく補助対象事業

の全部又は一部を実施しなかったときは、その実施しなかった割合に応じ、大臣は第

６７条第１項で協議会等に通知した内定額の一部又は全部を減額して補助金の額を確

 定する。ただし、天災その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

 

 （補助金の請求）

第７２条　補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第

 ３－１０による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。

 

 （補助金の整理）

第７３条　補助金の交付を受けた者は、離島航空路運航費補助金に係る経理について、

他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければな

 らない。

２　前項の帳簿及び離島航空路運航費補助金の経理に係る証拠書類は、離島航空路運航

 費補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。

 

 第３編　地域公共交通バリア解消促進等事業

 

 第１章　バリアフリー化設備等整備事業

 

 （補助対象事業等）

（中略）
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第７４条　大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が

認める経費（以下この章において「補助対象経費」という ）について、予算の範囲。

 内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。

、２　本章における補助対象事業の種目並びに補助対象事業の種目ごとの補助対象事業者

 補助対象経費の区分及び補助率は、別表２３に定めるものとする

 

 （生活交通確保維持改善計画）

、 、第７５条　バリアフリー化設備等整備事業を行う場合は 生活交通確保維持改善計画に

 次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。

 　一　バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性

 　二　バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果

 　三　バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者

 　四　バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

 　五　計画期間

２　バリアフリー化設備等整備事業に限定した計画として策定する場合は、前項各号の

事項を記載した生活交通改善事業計画の策定をもって、生活交通確保維持改善計画に

 代えることができる。

 

 （補助金の額）

第７６条　国が交付する補助金の額は、補助対象経費に別表２３に定める補助率を乗じ

 て得た額以内とする。

 

 （補助金交付申請）

第７７条　補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに様式

第４－１による補助金交付申請書に、第７５条第１項各号の事項を記載した生活交通

確保維持改善計画又は生活交通改善事業計画を添付し、大臣に提出しなければならな

 い。

 

 （交付の決定及び通知）

第７８条　大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の

上、交付決定を行い、様式第４－２による交付決定通知書を補助対象事業者に通知す

 るものとする。

 ２　大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

 

 （交付決定の変更等の申請）

第７９条　補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、様式第４－３による交付決

 定変更申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 　一　補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な場合を除く。

　二　別表２３に掲げる補助対象経費の区分において配分された額を変更しようとする

とき。ただし、変更を行う配分額のいずれか低い額の１０％以内の流用増減の場合
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 を除く。

 

 （交付決定の変更及び通知）

第８０条　大臣は前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査の

上、交付決定の変更を行い、様式第４－４による交付決定変更通知書を補助対象事業

 者に通知するものとする。

 ２　大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

 

 （申請の取下げ）

第８１条　補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取

り下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、その旨

 を記載した書面を大臣に提出しなければならない。

 

 （状況報告）

第８２条　補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに様式第４－５

 による状況報告書を大臣に提出しなければならない。

２　補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みである

ときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の３月１０日までに大臣に提出しな

 ければならない。

３　補助対象事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について次事業年度第２四半期

 終了後、すみやかに状況報告書を大臣に提出しなければならない。

 

 （実績報告）

第８３条　補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から１か月を経

過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第４－６による完了実

績報告書を大臣に提出しなければならない。ただし、補助対象事業の全部が交付決定

年度内に完了しないときには、翌年度４月３０日までに様式第４－７による終了実績

 報告書を大臣に提出しなければならない。

 

 （補助金の額の確定等）

第８４条　大臣は、前条本文の規定による完了実績報告を受けた場合であって、その報

告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第４－８により補

 助対象事業者に通知するものとする。

 

 （補助金の請求）

第８５条　補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第

 ４－９による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。

 

 （事業の中止等）
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第８６条　補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合

 は、その旨を記載した書面を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

 （補助金の整理）

第８７条　補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関す

る帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならな

 い。

２　補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対

 象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。

 

 （取得財産等の整理）

第８８条　補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取

得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取

 得財産等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。

 

 （帳簿等の保存）

第８９条　補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、次項で定める期間保存して

 おかなければならない。

 　一　取得財産等の得喪に関する書類

 　二　取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類

 ２　前項で規定する期間は、処分制限期間告示に定める期間とする。

 

 （取得財産等の管理等）

、 、 、第９０条　補助対象事業者は 取得財産等について 補助対象事業の完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を

 図らなければならない。

 

 （取得財産等の処分の制限）

第９１条　補助対象事業者は、取得財産等について、補助金交付の目的及び耐用年数省

令を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、大臣の承認を受けないで補

 助金の交付の目的に反して処分をしてはならない。

２　補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様式第４－１０

 による財産処分承認申請書を提出して大臣の承認を受けなければならない。

３　大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第１項の

処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還さ

せるとともに、さらに、当該処分により補助対象事業者に利益が生じるときは、交付

 した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を国に納付させることとする。

 

 第２章　利用環境改善促進等事業

 （中略）



 別表２３（第７４条第２項関連）

 

バリアフリー化設備等整備事業（補助対象事業者等）

種目 補助対象事業者 補助対象経費の区分 補助率

鉄道 鉄軌道事業者 ・鉄軌道駅の移動等円滑化に要する経費（段差の解消 １／３

及びバリアフリートイレの設置並びに誘導用ブロッ

クの整備等に要する経費のうち本工事費（資産の購

入を含む 、附帯工事費、補償費及び事務費（補助。）

対象事業に直接要する経費に限る ）。）

・バリア解消に資する待合・乗継環境の向上、情報提

（ 、 、 、供に要する経費 駅舎 待合施設 情報提供案内板

ホームページ制作等）

・障害者用ＩＣカードシステム及び障害者用ＷＥＢ予

約・決済システムの導入に要する経費

 自動車 一般乗合旅客自動 ・バス・タクシー車両の移動等円滑化に要する経費 １／３

車運送事業者（路 （ノンステップバス・リフト付バス（空港アクセス （ただし、

線定期運行を行う 又は観光周遊に使用するものを除く 、福祉タクシ ノンステッ。）

者に限る 、一般 ー（ユニバーサルデザインタクシー（空港アクセス プバス、リ。）

乗用旅客自動車運 又は観光周遊に使用するものに限る ）を除く ）の フト付バス。 。

、送事業者、これら 導入・改造に要する経費のうち車両本体及び車載機 については

の者に車両を貸与 器類の価格、改造費） １／４又は

する者 当該補助対

一般乗用旅客自動 ・福祉タクシーの共同配車センターの整備に要する経 象経費と通

車運送事業者を構 費（通信設備整備、車載機器整備、コーディネータ 常車両価格

成員に含む団体、 ーの育成） との差額に

上記に準ずるもの １／２を乗

として大臣が認定 じて得た額

した者 のいずれか

一般乗合旅客自動 ・バスターミナル、タクシー乗り場の移動等円滑化に 少ない額）

車運送事業者（路 要する経費（段差の解消（構造上の理由により、ス

線定期運行を行う ロープ又はエレベーターを設置することが困難であ

者に限る 、バス る場合であって、昇降機（車いす使用者の円滑な利。）

ターミナル事業を 用に適した構造のものに限る ）を整備する場合に。

営む者、一般乗用 限る ）及び誘導用ブロックの整備等に要する経費。

（ 。）、 、旅客自動車運送事 のうち本工事費 資産の購入を含む 附帯工事費

業者、これらの者 補償費及び事務費（補助対象事業に直接要する経費

を構成員に含む団 に限る ）。）

体、及び上記に準 バリア解消に資する待合・乗継環境の向上、情報提・

 ずるものとして大 供に要する経費（待合施設、ホームページ制作等）

臣が認定した者



一般乗合旅客運 ・障害者用ＩＣカードシステム及び障害者用ＷＥＢ予 １／３  

 送事業者及び同事 約・決済システムの導入に要する経費 
業者を構成員に含

む団体、上記に準

ずるものとして大

臣が認定した者

海事 国内一般旅客定期 ・船舶の移動等円滑化に要する経費、段差の解消及び １／３

航路事業を営む者 バリアフリートイレの設置等に要する経費のうち本

（以下「国内一般 工事費（資産の購入を含む）附帯工事費及び事務費

旅客定期航路事業 （補助対象事業に直接要する経費に限る ）。

者」という 、国。）

内旅客不定期航路

事業を営む者（以

下「国内旅客不定

期航路事業者」と

いう 、国内にお。）

いて一般不定期航

路事業を営む者

（以下「国内一般

不定期航路事業

者」という 、こ。）

れらの者に船舶を

貸与する船舶貸渡

業を営む者

国内一般旅客定期 ・旅客船ターミナルの移動等円滑化に要する経費（段

航路事業者、国内 差の解消及びバリアフリートイレの設置等並びに誘

旅客不定期航路事 導用ブロックの整備等に要する経費のうち本工事費

業者、国内一般不 （資産の購入を含む 、附帯工事費、補償費及び事。）

定期航路事業者で 務費（補助対象事業に直接要する経費に限る ）。）

旅客船ターミナル ・バリア解消に資する待合・乗継環境の向上、情報提

を設置し、又は管 供に要する経費（待合施設、情報提供案内板、ホー

理する者 ムページ制作等）

国内一般旅客定期 ・障害者の利用に対応したＷＥＢによる乗船券等の予

航路事業者、国内 約・決済システム、ＱＲコード等による乗船券等の

旅客不定期航路事 チケットレス化に対応した乗船・客室設備の導入・

 業者、国内一般不 改修に要する経費

定期航路事業者、 ・障害者等に対する音声ガイドサービスの導入に要す

 これらの者に船舶 る経費

を貸与する船舶貸

渡業を営む者



航空 本邦航空運送事業 ・航空旅客ターミナル施設の移動等円滑化に要する経 １／３

者及び航空旅客タ 費（段差の解消（構造上の理由により、スロープ又

ーミナル施設を設 はエレベーターを設置することが困難である場合で

置し又は管理する あって、昇降機（車いす使用者の円滑な利用に適し

者 た構造のものに限る ）を整備する場合に限る ）及。 。

び誘導用ブロックの整備等に要する経費のうち本工

事費（資産の購入を含む 、附帯工事費、補償費及。）

（ 。））び事務費 補助対象事業に直接要する経費に限る

・バリア解消に資する待合・乗継環境の向上、情報提

供に要する経費（待合施設、情報提供案内板、ホー

ムページ制作等）

 （注）

 １．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入れ控除の対象となる消

 費税相当分については、補助対象としないものとする。

　また補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除ができない場合は、

その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費に係る消費税相当額も補助対象とする

ものとする。上記により消費税相当額を含めて補助対象経費とした場合は、様式第４－１１に

 当該補助対象事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。

３．ノンステップバスの導入に係る補助対象は、原則として、標準仕様ノンステップバス認定要

領（平成１５年１２月２６日付け国自技第２１１号、平成１８年３月２０日付け国自技第２５

４号、平成２２年６月４日付け国自技第４９号又は平成２７年７月２日付け国自技第７５号）

に基づく認定を受けたノンステップバスに限ることとする。なお、標準仕様ノンステップバス

認定要領に基づく認定を受けた車両以外の車両を購入しようとする場合は、事前に大臣にその

 理由を記載した書類を提出しなければならない。

４．ユニバーサルデザインタクシーの導入に係る補助対象は、標準仕様ユニバーサルデザインタ

クシー認定要領（令和２年３月３１日付け国自旅第３２６号）に基づく認定を受けたタクシー

 に限ることとする。

５．ユニバーサルデザインタクシーの導入・改造に係る補助対象事業者は、特別区・武三交通圏

において１，０００両以上のタクシー車両を保有し、補助金の交付申請を行う年度の前年度、

前々年度、前々々年度のいずれかにおける経常収支が黒字であった事業者（特別区・武三交通

圏を営業区域とするグループ会社にあっては、当該グループ会社から業務提携会社を除いた事

 業者を１つの事業者とみなす ）を除くこととする。。

６ 「一般不定期航路事業」については、令和７年４月１日の海上運送法改正以前に．

おいては 「人の運送をする不定期航路事業」と読み替える。、


